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「利用者アンケート調査」および
「自転車利用意識向上会議」について
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■目次

１．「利用者アンケート調査」の実施予定

２．「自転車意識向上会議」の実施予定



利用者
アンケート

調査

（実施概要）

アンケートの配布先：
・沿道地域（尚徳、稚松、皆山の３学区）の全世帯（郵送）
・沿道オフィスの通勤者（郵送）
・当該区間を通行する歩行者および自転車利用者
（路上での聞き取り等）

実施内容

実施時期： H30.4月頃の予定

 調
査
目
的
（利
用
者
の
問
題
認
識
・改
善
の
考
え
方
の
把
握
） 

■利用者の属性 

■歩行者・自転車利用者の交通安全の問題 

 ・歩行者や自転車利用者、バス乗降客の接触・

錯綜の恐れ 

 ・路上駐停車により、自転車利用者と自動車の

接触・錯綜の恐れ 

 ・交差点における、自動車・歩行者・自転車の

接触・錯綜の恐れ 

 ・交差点の付加車線のため、車道における自転

車の通行スペースが狭い 

■対策方針 

・歩行者および自転車利用者の安全性の向上 

・道路利用者の安全意識の向上 

問：性別・年齢・住所・職業 

問：普段の利用方法（徒歩又は自転車等） 

問：利用頻度 

問：利用目的 

質問内容 利用者アンケート項目 

（徒歩/自転車別に設問） 

問：対象区間の通行時の危険の有無 

問：対象区間を通行時に危険と感じる行為 

問：対象区間を通行時に、通行しにくいと感じるもの 

（徒歩/自転車別に設問） 

問：安全な利用のための対策 

１．「利用者アンケート調査」の実施予定

烏丸通を利用する方を対象に、通行時の問題点・改善点を把握するためのアンケート調査の実
施を予定する。
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２．「自転車意識向上会議」の実施予定
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沿道地域の方を対象に、勉強会（自転車意識向上会議）の実施を予定する。
烏丸通の現状・問題、及び自転車の正しい交通ルールを周知し、歩行者・自転車の利用環境整
備への理解を深めることを目的とする。

自転車
意識向上

会議

（実施概要）

実施内容： 下記の内容を３～４回に分けて実施する予定
①自転車の交通ルールの周知 【勉強会】

（自転車運転者として守るべきルール、事故の危険性、交通違反・罰則等）
②交通安全上の問題・課題の確認 【現地点検】

（アンケート調査等にて抽出された問題・課題の点検・共有等）

③自転車通行空間の体験 【現地試走】
（社会実験と併せた自転車通行空間の確認、正しい自転車走行の実践等）

実施時期： 第１回をH30.5月頃の予定

自転車交通ルール勉強会の実施例

（出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン，H28.7）

正しい自転車走行の実践例


